
◆
固
定
資
産
税
と
は

毎
年
１
月
１
日
現
在
に
、
匝
瑳
市

内
に
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所

有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
る
税
金

で
す
。

昨
年
度
は
旧
八
日
市
場
市
と
旧
野

栄
町
で
課
税
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

今
年
度
は
匝
瑳
市
と
し
て
課
税
さ
れ

ま
す
。

◆
固
定
資
産
税
額
の
算
出
方
法

所
有
す
る
固
定
資
産
を
評
価
し
、

そ
の
価
格
を
も
と
に「
課
税
標
準
額
」

を
算
定
し
ま
す
。

こ
の『
課
税
標
準
額
×
１
・
４
％
』

が
固
定
資
産
税
と
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
課
税
標
準
額
が
下
記
の
金
額
に

満
た
な
い
場
合
は
課
税
さ
れ
ま
せ

ん
。

◎
土
地
…
３０
万
円
◎
家
屋
…
２０
万
円

◎
償
却
資
産
…
１
５
０
万
円

◆
評
価
額
の
算
定

固
定
資
産
の
評
価
は
、
総
務
大
臣

が
定
め
た「
固
定
資
産
評
価
基
準
」に

定
め
ら
れ
た
方
法
で
行
わ
れ
ま
す
。

土
地
と
家
屋
の
評
価
替
え
は
３
年
に

一
度
行
わ
れ
、
平
成
１８
年
度
に
評
価

替
え
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

◆
今
年
の
納
期
は
次
の
通
り
で
す

第
１
期

５
月
３１
日

第
２
期

７
月
３１
日

第
３
期

１０
月
１
日

第
４
期

１２
月
２６
日

※
５
月
１０
日
に
納
税
通
知
書
を
を
発

送
し
ま
す
の
で
内
容
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
固
定
資
産
税
の
減
免

次
の
場
合
、
固
定
資
産
税
を
減
免

で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
税
務
課

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
生
活
困
窮
や
災
害
な
ど
の
理
由

で
、
一
定
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合

問
税
務
課
資
産
税
班!

７３
・
０
０
８
７

野
栄
総
合
支
所
税
務
室

!
６７
・
３
１
１
３

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
に
１
年
度
分
が
課
税

さ
れ
、
５
月
上
旬
に
納
税
通
知
書
が

送
付
さ
れ
ま
す
。
月
割
課
税（
還
付
）

の
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
年
度

途
中
で
廃
車
し
て
も
年
税
額
が
か
か

り
ま
す
。
納
期
は
５
月
末
日
で
す
。

【
減
免
制
度
】

交
付
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
手

帳
な
ど
の
障
害
の
程
度
や
下
表
の
要

件
な
ど
に
よ
り
、
減
免
制
度
が
適
用

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
税
務
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
減
免
で
き
る
自
動
車
は
、

１
人
の
障
害
者
に
つ
き
普
通
自
動
車

等
を
含
め
１
台
に
限
ら
れ
ま
す
。

【
減
免
申
請
の
手
続
き
】

受
付
期
間
は
、
納
税
通
知
書
が

発
送
さ
れ
て
か
ら
納
期
限
（
５
月
３１

日
）の
７
日
前
ま
で
で
す
。申
請
に
必

要
な
書
類
な
ど
は
次
の
通
り
で
す
。

・
平
成
１９
年
度
軽
自
動
車
税
納
税
通

知
書

・
減
免
申
請
書
（
税
務
課
お
よ
び
野

栄
総
合
支
所
税
務
室
に
あ
り
ま

す
。）

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手

帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
の
い
ず
れ
か
該
当
す

る
も
の

・
運
転
者
の
運
転
免
許
証

・
印
鑑
お
よ
び
車
検
証
ほ
か

問
税
務
課
市
民
税
班
!
７３
・
０
０
８
７

５
月
は
固
定
資
産
税

第
１
期
の
納
期
で
す

市税等の納付期限を
守りましょう

使 用 目 的
もっぱら障害者が使用
するもの

もっぱら障害者の通学、
通院、通所若しくは生業
のために使用するもの

もっぱら障害者が使用
するもの

もっぱら障害者の通学、
通院、通所若しくは生業
のために使用するもの

自動車の運転者

本人

生計を一にする者
または常時介護す
る者（注２）

本人

生計を一にする者
または常時介護す
る者（注２）

生計を一にする者
または常時介護す
る者（注２）

生計を一にする者
または常時介護す
る者（注２）

自動車の所有者

本人

本人または生計
を一にする者

本人

本人または生計
を一にする者

本人または生計
を一にする者

本人または生計
を一にする者

区 分

身体障害者

戦傷病者

知的障害者

精神障害者

介護保険料

１期
７月２日

２期
７月３１日

３期
８月３１日

４期
１０月１日

５期
１０月３１日

６期
１１月３０日

７期
１２月２６日

８期
１月３１日

国 民 健 康
保 険 税

１期
７月２日

２期
７月３１日

３期
８月３１日

４期
１０月１日

５期
１０月３１日

６期
１１月３０日

７期
１２月２６日

８期
１月３１日

市 県 民 税

１期
７月２日

２期
８月３１日

３期
１０月３１日

４期
１月３１日

固定資産税

１期
５月３１日

２期
７月３１日

３期
１０月１日

４期
１２月２６日

軽自動車税

１期
５月３１日

税目
納期

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

平成１９年度の市税等納付期限をお知らせします。
税金は、国民の基本的な義務であり行政サービスの資
金です。納期内の納付をお願いします。
なお納付には安全で便利な口座振替をお勧めします。
申込用紙は、市内の郵便局・金融機関、税務課および
野栄総合支所税務室にありますのでご利用ください。

※最終納付期限後の追加課税は随時期限となります。
問税務課納税推進室!７３!００８７

市税等の納付期限（口座振替日）

軽
自
動
車
税
の
納
税

通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す

注１自動車検査証または軽自動車届出済証に事業用と記載されているも
のを除きます。

２障害者を常時介護する方が自動車の運転をする場合は、障害者のみ
で構成される世帯の障害者が所有する自動車に限ります。

３ローン契約などで自動車の売主が所有権を留保しているときは、使
用者を所有者とみなします。

対象となる自動車の所有者、運転者および使用目的に関する要件

１０広報そうさＨ１９．５．１



満
開
の
桜
が
小
雨
に
ぬ
れ
た
４
月

３
日
、
東
栄
寺
（
中
央
地
区
）
で
新

し
く
な
っ
た
山
王
堂
（
さ
ん
の
う
ど

う
）
の
完
成
を
祝
う
行
事
が
あ
り
ま

し
た
。

山
王
堂
は
、
山
王
大
権
現
（
さ
ん

の
う
だ
い
ご
ん
げ
ん
）
を
本
尊
と
す

る
お
堂
で
、
東
栄
寺
で
は
昭
和
８
年

に
建
て
ら
れ
た
も
の
が
、
今
回
再
建

さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
東
栄
寺
の
た
ど
っ
た
歴
史

を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

１
３
４
３
年
（
康
永
２
年
）
に
真

言
宗
の
常
光
寺
（
じ
ょ
う
こ
う
じ
）

と
し
て
開
か
れ
ま
し
た
が
、
江
戸
時

代
の
１
６
３
２
年
（
寛
永
９
年
）
天

台
宗
に
改
宗
し
ま
し
た
。

こ
の
改
宗
は
、
幕
府
が
全
国
の
寺

院
を
本
山
と
末
寺
の
関
係
に
統
制
す

る
本
末
制
度
を
取
り
入
れ
た
な
か
で

起
こ
り
ま
し
た
。
当
時
市
内
に
は
真

言
宗
、
天
台
宗
、
日
蓮
宗
の
寺
院
が

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
が
各
宗
派

の
本
山
の
末
寺
と
し
て
組
み
込
ま
れ

登
録
さ
れ
ま
し
た
。

常
光
寺
は
、
天
台
宗
東
叡
山
寛
永

寺（
と
う
え
い
ざ
ん
か
ん
え
い
じ
・
現

在
東
京
都
上
野
に
あ
る
）
の
末
寺
と

し
て
東
栄
寺
と
な
り
、
１９
か
寺
の
末

寺
を
し
た
が
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
寺
の
記
録
で
は
、
当
時
の
住
職

が
家
康
、
２
代
将
軍
秀
忠
、
３
代
将

軍
家
光
に
つ
か
え
た
天
海
（
て
ん
か

い
）
に
影
響
さ
れ
改
宗
し
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
八
日
市
場
村

の
領
主
稲
垣
氏
も
関
与
し
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

こ
の
時
期
、
全
国
の
寺
院
で
は
本

末
関
係
を
め
ぐ
り
混
乱
が
生
じ
当
地

域
に
も
影
響
が
及
び
ま
し
た
が
、
も

っ
と
も
受
け
た
の
が
同
寺
で
し
た
。

ま
た
、
幕
末
に
は
八
日
市
場
村
の

打
ち
こ
わ
し
で
集
団
に
占
拠
さ
れ
た

り
し
ま
し
た
。

東
栄
寺
が
出
版
し
た
『
東
栄
寺
縁

起
』
に
よ
る
と
、
平
成
１１
年
に
新
築

さ
れ
た
仁
王
門
（
に
お
う
も
ん
）、

そ
し
て
新
造
さ
れ
た
仁
王
像
は
じ

め
、
「
八
日
市
場
」
の
地
名
の
由
来

に
結
び
つ
く
と
さ
れ
る
本
町
の
薬
師

如
来
（
や
く
し
に
ょ
ら
い
）
像
の
造

立
は
平
成
１０
年
と
の
こ
と
で
す
。

本
堂
、
鐘
楼
堂
（
し
ょ
う
ろ
う
ど

う
・
釣
り
鐘
堂
）、梵
鐘
（
ぼ
ん
し
ょ

う
）
の
再
建
、
改
修
が
昭
和
４０
年
代

か
ら
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

東
栄
寺
の
山
王
堂
は
、
語
呂
（
ご

ろ
）
合
わ
せ
の
よ
う
で
も
あ
る
「
山

王
・
さ
ん
の
う
」
か
ら
「
産
王
」、「
お

産
の
王
さ
ま
」
と
な
っ
て
安
産
祈
願

な
ど
女
性
か
ら
の
信
仰
を
集
め
て
い

る
そ
う
で
す
。

六
百
数
十
年
の
歴
史
を
経
て
き
た

と
い
う
東
栄
寺
は
、
時
代
の
波
に
も

ま
れ
な
が
ら
も
全
域
で
の
整
備
が
な

さ
れ
、
由
緒
に
ふ
さ
わ
し
い
雰
囲
気

が
感
じ
ら
れ
る
寺
と
い
え
ま
す
。

問
八
日
市
場
図
書
館
!
７３
・
３
７
４
６

時
代
の
波
に
も
ま
れ
て

東
栄
寺
の
山
王
堂

雨の中行われた山王堂落慶法要

今回はメタボリックシンドロームとか
かわりの深い内蔵脂肪についてお話しし
ます。体脂肪には皮下脂肪と内臓脂肪が
あって、皮下脂肪の多い肥満も問題です
が、体型が標準でも内臓脂肪の多い人は
さらに注意が必要と前回お話ししました。
内臓脂肪は主にお腹の中の内臓の周り
についている脂肪で、食べすぎや運動不
足で摂取エネルギーが消費されず余ると
容易に増加します。逆に運動や食事制限
で減りやすいので預金に例えて出し入れ

自由の「普通預金」といわれています。
これに対し皮下脂肪は減りにくいので、
万が一のための蓄えで「定期預金」と考
えられます。
内臓脂肪が健康に良くない一つ目の理
由は、内臓脂肪が増えるとインスリンの
効きが悪くなることで、これを「インス
リン抵抗性」といいます。インスリンは、
ご存知の方もいらっしゃると思います
が、すい臓から分泌され血糖値を下げ正
常に保ってくれるホルモンです。食後は
誰でも血糖値が上がりますが通常はイン
スリンの作用で短時間のうちに正常値ま
で下がります。インスリンの効きが悪く
なると血糖値は上がり、体はさらにイン
スリンを分泌するようになります。こう
して過剰になったインスリンは血圧を上
げ体内の脂肪を増やすように働きます。
その結果動脈硬化は進行し色々な血管疾
患にかかりやすくなってしまうのです。

また、脂肪細胞はアディポサイトカイ
ンという動脈硬化とかかわりのある物質
を分泌しています。内蔵脂肪が増加する
と動脈硬化を進行させたり血液を固まり
やすくする悪いアディポサイトカインが
増え、逆に動脈硬化を防いでくれる良い
アディポサイトカインが減ってしまいま
す。その結果心筋梗塞などの血管が詰ま
る病気が起こりやすくなるのです。これ
が内臓脂肪が健康にとって良くない二つ
目の理由です。
次回はメタボリックシンドロームの見
つけ方（診断方法）についてお話ししま
す。

⑮

病 気 と 治 療 あ れ こ れ

内臓脂肪はなぜ
良くないのでしょう？

匝瑳市民病院・内科
診療部長 宇田 毅彦

メタボリック !２
シンドロームって？
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